
令和８（2026）年度ダイオキシン類環境調査業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、栃木県（以下「甲」という。）が発注する令和８（2026）年度ダイオキシン類環境

調査業務（以下「委託業務」という。）を受託する者（以下「乙」という。）の業務について、必要

な事項を定めるものである。 

 

１ 大気 

(１) 委託業務実施計画の策定 

乙は、業務実施前に、委託業務実施計画（「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指

針（平成 22 年 3 月 31 日改訂環境省）」（以下「環境省指針」という。）に規定する品質保

証・品質管理計画書又はこれに準ずる文書を含む）を定め、甲に提出し承認を受ける。 

なお、承認された委託業務実施計画に変更が生じた場合には、速やかに変更した委託業

務実施計画を提出し、甲の承認を受ける。 

 

(２) 調査地点 

「令和８（2026）年度ダイオキシン類常時監視計画」別表１のうち測定機関が栃木県で 

ある５地点とする。 

 

(３) 測定方法 

項目及び方法は、「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（令和４年３月環境

省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室、大気環境課）によるものとし、サンプリン

グ手法は、100 ㍑／分程度の中流量で７日間連続採取を行う１週間サンプリング手法とす

る。 

 

(４) 試料採取 

ア 採取時期 

令和８（2026）年８月及び令和９（2027）年２月の年２回とする。概ね各月の第２～３

週を目安とし、具体的な採取日は別途協議する。 

イ 採取装置 

試料採取に使用するハイボリウムエアサンプラは、乙が有する機器を各採取時期、各

調査地点に設置する。 

ウ 採取装置の稼働状況の確認 

乙は、採取期間中は毎日１回以上、採取装置の稼働状況を確認する。なお、やむを得

ず施設に休日立ち入ることができない場合はこの限りではない。 

エ 気象測定 

乙は、採取開始時、終了時及び稼働状況確認時に風向・風速の測定を行う。 

オ 採取地点の位置の測定 

乙は、全地球測位システム（ＧＰＳ）等により試料採取地点の緯度・経度を測定し、甲   

に報告する。 

 



カ トラブル時の対応 

採取期間中、装置のトラブル等により１週間の連続採取が困難となった場合、乙は契

約金額の範囲内で再度試料採取を行う。 

なお、再採取の詳細は別途協議する。 

 

(５) 毒性等価係数 

毒性等価係数は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第３条において定められてい

る係数を用いる。 

 

(６) 内部精度管理 

乙は、的確な精度管理を実現するため、環境省指針に規定されている事項又はこれに準

ずる内容を遵守して内部精度管理を行う。 

 

(７) 二重測定及びトラベルブランク試験 

乙は、甲の指示により、１検体について二重測定を２回実施する。また、トラベルブラ

ンク試験を２回実施する。 

なお、二重測定及びトラベルブランク試験の実施地点・時期等は別途協議する。 

 

(８) 査察 

甲は、委託契約締結後、乙に対して査察を行うこととし、乙はその実施を受け入れる。

なお、やむを得ず査察が実施できない場合は、資料の提出及び説明をもって代える。 

 

(９) 結果の報告 

乙は、調査ごとに下記のとおり報告書を作成し、提出する。 

ア 記載内容 

(ｱ) 分析結果表（定量下限値及び検出下限値を含む） 

(ｲ) 毒性等価換算濃度計算結果 

（令和９（2027）年２月に採取した分は、年平均値も記載すること） 

(ｳ) その他環境省指針に規定する品質保証・品質管理結果報告書に規定する事項又はこ   

れに準ずるもの。 

イ 提出期限 

各試料採取後、60日以内に提出する。 

（ただし、令和９（2027）年２月に採取したものについては令和９（2027）年３月 24

日（水）まで） 

ウ 提出部数 

報告書（Ａ４版）          試料採取１回につき１部 

電子媒体（入力様式は別途指示する） １部 

 

(10) その他 

ア 環境基準値を超過した場合、速やかに甲に連絡する。 



イ 本仕様書に記載のない細部事項については、乙は甲と速やかに協議し、その指示に従

うこと。 

 

２ 水質（公共用水域･地下水）・底質 

(１) 委託業務実施計画の策定 

１(1)に同じ。 

 

(２) 業務の内容 

ア 水質（公共用水域･地下水）・底質のダイオキシン類測定のための試料採取 

イ 採取した試料の分析 

ウ システム適合性試験（精度管理）及び報告 

エ 調査結果報告書の作成（環境省の報告様式も含む。） 

 

(３) 調査地域 

ア 水質（公共用水域） 

(ｱ) 「令和８（2026）年度ダイオキシン類常時監視計画」別表２のうち測定機関が栃木

県である９地点とする。 

(ｲ) 那珂川町北沢地区不法投棄現場周辺モニタリング調査地点の２地点とする。 

イ 底質 

「令和８（2026）年度ダイオキシン類常時監視計画」別表２のうち測定機関が栃木県

である３地点とする。 

ウ 水質（地下水） 

(ｱ)「令和８（2026）年度ダイオキシン類常時監視計画」別表３のうち測定機関が栃木県 

である２地点とする。 

(ｲ) 那珂川町北沢地区不法投棄現場周辺モニタリング調査地点の３地点とする。 

 

(４) 測定方法 

水質（公共用水域・地下水）は日本産業規格 K 0312「工業用水・工場排水中のダイオキ

シン類の測定方法」、底質は「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」（令和４年

３月環境省水・大気環境局水環境課）に基づき測定する。 

なお、２(３)ウ(ｲ)のうち投棄地下流側観測井の試料については、ろ過後、ろ液とろ過物 

に分けて分析する。 

 

(５) 試料採取 

   ア 採取時期、回数及び検体数 

２(３)のア(ｱ)、イ及びウ(ｱ)の調査は、令和８（2026）年６～９月に１回実施し、各

調査地点あたり１検体を採取する。 

また、ア(ｲ)及びウ(ｲ)の調査は、令和８（2026）年６月及び 11月の甲が別途指定する

日に１回ずつ実施し、各調査地点あたり２検体を採取する。 

なお、ウ(ｲ)のうち人家井戸２地点の調査は、令和８（2026）年６月のみ実施し、各調



査地点あたり１検体を採取する。 

   イ 採取方法 

     試料採取は、次のとおり実施する。 

・前日までの降雨及び天候の影響が少なく、水質の状態が安定した日に実施する。 

・当該地点を代表する場所で実施する。 

・採水時には、流量、採取位置、天候、採取時刻、採取水深、気温、水温、外観、臭気、   

透視度及び流況を観測する。 

・降雨や工事等の影響で河川の水質が安定していないと考えられた場合は、延期の有 

無について甲の指示を仰ぐ。 

ウ 再採取 

採取期間中、試料採取に疑義が生じた場合、乙は契約金額の範囲内で再度試料採取を

行う。 

なお、再採取の詳細は別途協議する。 

 

(６) 毒性等価係数 

１(５)に同じ。 

 

(７) 内部精度管理 

１(６)に同じ。 

 

(８) 二重測定 

乙は、水質（公共用水域・地下水）は日本産業規格 K 0312、底質は「ダイオキシン類に

係る底質調査測定マニュアル」（令和４年３月環境省水・大気環境局水環境課）に従って精

度管理を実施することとし、二重測定は試料数の 10%を必ず実施する。 

 

(９) 査察 

１(８)に同じ。 

 

(10) 結果の報告 

乙は、下記のとおり報告書を作成し、提出する。 

ア 記載内容  

(ｱ) 分析結果表（定量下限値含む） 

(ｲ) 毒性等価係数により算出した 2,3,7,8-TeCDD 毒性等価換算濃度計算結果 

(ｳ) 分析条件 

(ｴ) 検量線 

(ｵ) クロマトグラム 

(ｶ) 採取時の写真（各採取位置、周辺状況） 

(ｷ) 関連調査項目 

共通項目 

〔試料採取年月日，採取時間、採取量、天候（当日と前日）、気温〕 



水質の項目 

・公共用水域〔水温、ｐＨ、ＳＳ、流量、臭気、外観色相、透視度、電気伝導率、

採取位置、採取水深〕 

・地下水〔水温、ｐＨ、ＳＳ、臭気、外観色相、透視度、電気伝導率〕 

底質の項目 

〔採泥方法（使用した採泥器の種類、大きさ）、底質の状態（水温、臭気、色、採泥

の種類）、採取した位置及び深さ〕 

(ｸ) 分析方法、分析フローチャート（標準操作手順） 

(ｹ) その他環境省指針に規定する品質保証・品質管理結果報告書に規定する事項又はこ

れに準ずるもの 

なお、報告書の作成にあたっては、２（３）のア(ｱ)の調査、イの調査、ウ(ｱ)の調査並び

にア(ｲ)及びウ(ｲ)の調査に分けて作成する。 

イ 提出期限 

各試料採取後 90 日以内に提出する。 

ウ 提出部数 

報告書（Ａ４版）          １部 

電子媒体（入力様式は別途指示する） １部 

 

(11) その他 

ア 環境基準値を超過した場合、速やかに甲に連絡する。 

イ 本仕様書に記載のない細部事項については、乙は甲と速やかに協議し、その指示に従

うこととする。 

 

３ 土壌 

(１) 委託業務実施計画の策定 

１(1)に同じ。 

 

(２) 業務の内容 

ア 土壌のダイオキシン類測定のための試料採取 

イ 採取した試料の分析 

ウ システム適合性試験（精度管理）及び報告 

エ 調査結果報告書の作成（環境省の報告様式も含む。） 

 

(３) 調査地点 

乙が行う当業務の調査地点は、「令和８（2026）年度ダイオキシン類常時監視計画」別表

４のうち測定機関が栃木県である２地点とする。 

 

(４) 測定方法 

「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」（令和４年３月環境省水・大気環境局

土壌環境課）に基づき測定する。 



 

(５) 試料採取 

令和８（2026）年 11月までに１回実施し、各調査地点あたり１検体（各５地点混合法－

５ヶ所）を採取する。 

また、乙は、全地球測位システム（ＧＰＳ）等により試料採取地点の緯度・経度を求め、

甲に報告する。なお、精度は極力１ｍ以下とし、やむを得ない場合は試料採取地点の場所

が特定できることとする。 

採取期間中、試料採取に疑義が生じた場合、乙は契約金額の範囲内で再度試料採取を行 

う。 

なお、再採取の詳細は別途協議する。 

 

(６) 毒性等価係数 

１(５)に同じ。 

 

(７) 内部精度管理 

１(６)に同じ。 

 

(８) 二重測定 

乙は、「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」（令和４年３月環境省水・大気

環境局土壌環境課）に従って精度管理を実施することとし、二重測定は試料数の 10%を必ず

実施する。 

 

(９) 査察 

１(８)に同じ。 

 

(10) 結果の報告 

乙は、下記のとおり報告書を作成し、提出する。 

ア 記載内容  

(ｱ) 分析結果表（定量下限値含む） 

(ｲ) 毒性等価係数により算出した 2,3,7,8-TeCDD 毒性等価換算濃度計算結果 

(ｳ) 分析条件 

(ｴ) 検量線 

(ｵ) クロマトグラム 

(ｶ) 採取時の写真（各採取位置、周辺状況）及び地図（原則１万分の１）上の位置 

(ｷ) 関連調査項目 

〔試料採取年月日、採取時間、採取量、天候（当日と前日）、気温、土壌の種類、含

水率、強熱減量、採取した深さ〕 

(ｸ) 分析方法、分析フローチャート（標準操作手順） 

(ｹ) その他環境省指針に規定する品質保証・品質管理結果報告書に規定する事項又はこ

れに準ずるもの 



イ 提出期限 

試料採取後、90 日以内に提出する。 

ウ 提出部数 

報告書（Ａ４版）          １部 

電子媒体（入力様式は別途指示する） １部 

 

(11) その他 

ア 環境基準値を超過した場合、速やかに甲に連絡する。 

イ 本仕様書に記載のない細部事項については、乙は甲と速やかに協議し、その指示に従

うこと。 

 

 



令和８(2026)年度ダイオキシン類常時監視計画 
栃木県  

第１ 趣旨 
   この計画は、ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号、以下「法」

という。）第 26 条第１項の規定に基づき、栃木県における大気、水質（水底の底質を

含む。以下同じ。）及び土壌のダイオキシン類による汚染状況を常時監視するため、調

査測定に係る事項を定めるものとする。 
 
第２ 調査測定内容 

１ 測定期間 

    令和８(2026)年４月から令和９(2027)年３月までとする。 

 
２ 測定機関 

大気と土壌は、県及び宇都宮市とする。水質は県、宇都宮市及び国土交通省とする。 

 
３ 調査測定の内容 

    測定地点数、頻度及び方法は次表のとおりとする。 

測定地点は別表１～４及び図１～４のとおりとする。 

媒体 
地点数 

頻度 方法 
計 県 市※ 国※ 

大気 ９ ５ ４ - 年２回 

ダイオキシン類に係る大気環境調査

マニュアル（令和４年３月） 

※試料採取は７日間連続採取 

公共用

水域 

水質 15 ９ ４ ２ 年１回 日本産業規格Ｋ０３１２ 

水底の

底質 
９ ３ ４ ２ 年１回 

ダイオキシン類に係る底質測定調査

マニュアル（令和４年３月） 

地下水 ７ ２ ５ - 年１回 日本産業規格Ｋ０３１２ 

土壌 ７ ２ ５ - 年１回 
ダイオキシン類に係る土壌調査測定

マニュアル（令和４年３月） 

※ 市は宇都宮市、国は国土交通省を示す。 

 

４ 測定結果の報告及び公表等 

 (1) 報告 

宇都宮市及び国土交通省は、ダイオキシン類対策特別措置法第 27 条第２項の規

定に基づき、結果を遅滞なく栃木県知事に送付する。 
なお、結果が環境基準を超えた場合は、速やかに栃木県知事と協議し、追跡調査

を行う。 
 
(2) 公表 

栃木県知事は、結果をとりまとめ、ダイオキシン類対策特別措置法第 27 条第３

項の規定に基づき、ダイオキシン類による汚染の状況を公表する。 
  

(3) その他 
この計画に定めのない事項については、測定機関が協議して定める。 
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別表１ 測定地点（大気） 

番号 機関 地域分類 地点名 所在地 

１ 

栃木県 

一般環境 那須塩原市黒磯保健センター 那須塩原市黒磯幸町 8-10 

２ 一般環境 県安蘇庁舎 佐野市堀米町 607 

３ 一般環境 益子町役場 益子町益子 2030 

４ 発生源周辺 真岡消防署真岡西分署 真岡市長田 1974-4 

５ 発生源周辺 県小山庁舎 小山市犬塚 3-1-1 

６ 

宇都宮市 

一般環境 西小学校 西 1 丁目 2-13 

７ 一般環境 城山西小学校 古賀志町 583 

８ 発生源周辺 清原東小学校 氷室町 1713-1 

９ 発生源周辺 陽東小学校 陽東 2 丁目 16-36 

（注）各測定地点の位置は図１に示すとおり。 
 
別表２ 測定地点（公共用水域） 

番号 機関 地点名 所在地 
地点 

番号 

媒体 

水質 底質 

１ 

栃木県 

湯川 湯川橋 那須町 ８ ○ ○ 

２ 箒川  箒川橋 大田原市 １２ ○  

３ 内川 旭橋 さくら市 １６ ○  

４ 江川下流 末流 下野市 ３６ ○ ○ 

５ 五行川  桂橋 真岡市 ５５ ○ ○ 

６ 小俣川上流 新上野田橋 足利市 ６６ ○  

７ 袋川上流  助戸 足利市 ７２ ○  

８ 才川 末流 佐野市 ７６ ○  

９ 西仁連川 武井橋 小山市 １０１ ○  

１０ 
国交省 

渡良瀬川(4) 三国橋 
古河市（茨城

県） 
６４ ○ ○ 

１１ 五十里ダム 湖心 日光市 Ａ ○ ○ 

１２ 

宇都宮市 

西鬼怒川 西鬼怒川橋 

宇都宮市 

３２ ○ ○ 

１３ 田川上流 大曽橋 ３８ ○ ○ 

１４ 御用川 錦中央公園 ４８ ○ ○ 

１５ 釜川 つくし橋 ４９ ○ ○ 

（注）各測定地点の位置は図２に示すとおり。 
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別表３ 測定地点（地下水） 
番号 機関 地点名 メッシュ番号 

１ 
栃木県 

那須烏山市 18 

２ 足利市 39 

３ 

宇都宮市 

石那田地内 22 

４ 古賀志町地内 22 

５ 下金井町地内 22 

６ 宝木地内 28 

７ 岩曽町地内 29 

（注）測定対象市町の位置は図３に示すとおり。 
 

別表４ 測定地点（土壌） 
番号 機関 地点名 

１ 
栃木県 

那須烏山市 

２ 足利市 

３ 

宇都宮市 

石那田地内 

４ 田野町地内 

５ 野沢町地内 

６ 鶴田町地内 

７ 塙田地内 

（注）測定対象市町の位置は図３に示すとおり。 
          なお、各媒体の測定地点は別途市町が選定する。 
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図１ 測定地点図（大気）

（注）地図上の数字は別表１の番号を示す。

⑦

⑧

⑨
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図２ 測定地点図（公共用水域） 

 

Ａ 

Ｂ 

湯西川ダム 

：R８年測定地点 

5



：R8実施

図３ 調査測定地点図（土壌・地下水）

6



図４　測定地点図（地下水の測定地点のメッシュ）

（注） 着色したメッシュを調査する。
●は栃木県、◎は宇都宮市の測定地点を示す。
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那珂川町北沢地区不法投棄現場周辺モニタリング調査地点

■水質（公共用水域）

№ 地点名 所在地 調査時期

１ 投棄地直下河川 那須郡那珂川町小口地内 ６月及び１１月（年２回）

２ 小口川上流 那須郡那珂川町小口地内 ６月及び１１月（年２回）

■地下水

№ 地点名 所在地 調査時期

１ 投棄地下流側観測井 那須郡那珂川町小口地内 ６月及び１１月（年２回）

２ 人家井戸１ 那須郡那珂川町小口地内 ６月（年１回）

３ 人家井戸２ 那須郡那珂川町小口地内 ６月（年１回）


